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地方圏における人口構造の変化



地方圏におけるこれまでの人口推移

〇 地方圏（東京圏、関西圏、名古屋圏以外の非大都市圏）の人口は、1950～60年代は5,600～5,700万で推移していたが、
1970年代に増加傾向となり、2000年代前半にピーク（2001年6,408万）となった。それ以降は減少して、2015年には
6,130万となっている（1980年と同水準）。

〇 指定都市は2015年まで一貫して増加してきたがその増加幅は小さくなっている。中核市は2000年以降、市（指

定都市・中核市以外）は1995年以降、減少に転じている。町村は1980年代後半から徐々に減少している。

※ 東京圏・・・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県、 関西圏（大阪圏）・・・大阪府・兵庫県・京都府・奈良県、 名古屋圏・・・愛知県・岐阜県・三重県
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出典：総務省統計局『国勢調査報告』，琉球政府統計庁『国勢調査報告』
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出所：内閣府選択する未来委員会「市区町村別人口・経済関係データ」から総務省作成



地方圏の人口構成の変化（地方圏全体）
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出典：国立社会保障・人口問題研究所「地域別将来推計人口（H30.3推計）」から作成
※市区町村別推計を元に作成したため、2020年以降の数値には福島県内市町村分の人口は含まれない。
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〇 地方圏（合計）の生産年齢人口は、既に1995年頃をピークに減少。2015年には3,592万人（1960年代前半と同水準）。

〇 今後、生産年齢人口割合が大幅に低下する（地方圏で58.9→51.5％（2015→2040年））。若年人口割合（12.6→10.9％）も低下
するが、75歳以上及び85歳以上人口割合が急速に高まる。85歳以上人口は2040年には10.5％となる。
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地方圏の人口構成の変化（指定都市・中核市等別）

〇 地方圏では、これまで指定都市、中核市及び人口10万以上の市の占める割合が高まってきた。
〇 今後も、より人口規模が大きい自治体への集中が見込まれるが、若年人口・生産年齢人口の実数は減少する。

出典：国立社会保障・人口問題研究所「地域別将来推計人口（H30.3推計）」から作成 ※市区町村別推計を元に作成したため、2020年以降の数値には福島県内市町村分の人口は含まれない。
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地方圏の自然増減・社会増減（1950→2005）
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〇 戦後、全体として自然増であったが、徐々に増加幅が減少。地方圏の道県の多くが自然減に転じている。
〇 高度経済成長期には、地方圏の道県はおおむね社会減。1970年代後半、1990年代前半には三大都市圏から

地方圏に人口が移動したが、社会増の県は一部にとどまった。
〇 1990年代後半から、再度、地方圏全体で社会減となっている。

地方圏（36道県）の自然増減の傾向（増減段階別道県数）

地方圏（36道県）の社会増減の傾向（増減段階別道県数）

出所：総務省統計局「日本の長期統計系列（第2章 人口・世帯）」から総務省作成
原資料：総務省統計局「国勢調査」



1980～2000年代の社会増減（地方圏の道県）
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1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005

＋3.0～＋6.0％
（社会増）

茨城、滋賀 滋賀

±0.0～＋3.0％
（社会増）

宮城、栃木、群馬、
石川、福井、山梨、
長野、静岡、福岡

宮城、茨城、栃木、
群馬、山梨、静岡、
滋賀

宮城、福島、茨城、
栃木、群馬、石川、
山梨、長野、静岡、
和歌山、岡山、徳島、
香川、福岡、熊本

宮城、栃木、群馬、
長野、滋賀、高知、
福岡

栃木、滋賀、岡山、
福岡、沖縄

±0.0～▲3.0％
（社会減）

北海道、岩手、秋田、
山形、福島、新潟、
富山、和歌山、鳥取、
島根、岡山、広島、
山口、徳島、香川、
愛媛、高知、佐賀、
長崎、熊本、大分、
宮崎、鹿児島、沖縄

北海道、岩手、山形、
福島、新潟、富山、
石川、福井、長野、
和歌山、鳥取、島根、
岡山、広島、山口、
徳島、香川、愛媛、
高知、福岡、佐賀、
熊本、大分、宮崎、
鹿児島、沖縄

北海道、青森、岩手、
秋田、山形、新潟、
富山、福井、鳥取、
島根、広島、山口、
愛媛、高知、佐賀、
長崎、大分、宮崎、
鹿児島、沖縄

北海道、青森、岩手、
秋田、山形、福島、
茨城、新潟、富山、
石川、福井、山梨、
静岡、和歌山、鳥取、
島根、岡山、広島、
山口、徳島、香川、
愛媛、佐賀、長崎、
熊本、大分、宮崎、
鹿児島、沖縄

北海道、青森、岩手、
宮城、秋田、山形、
福島、茨城、群馬、
新潟、富山、石川、
福井、山梨、長野、
静岡、和歌山、鳥取、
島根、広島、山口、
徳島、香川、愛媛、
高知、佐賀、長崎、
熊本、大分、宮崎、
鹿児島

▲3.0％未満
（社会減）

青森 青森、秋田、長崎

〇 各地方の中心的な都市である札仙広福（札幌、仙台、広島、福岡）を有する道県のうち、宮城県は継続的に社会増で
あったが2000年代に入って社会減に転じた。福岡県は一時期を除き、社会増が続いている。

〇 北海道、広島は継続的に社会減となっている。

出所：総務省統計局「日本の長期統計系列（第2章 人口・世帯）」から総務省作成
原資料：総務省統計局「国勢調査」



東京圏への転出入等の人口移動分析概要（仙台市・男女計）（2017年）

〇 仙台市は1,724人の転入超過となっている。宮城県内で1,371人の転入超過であり、さらに東北５県から4,125人
の転入超過であるが、対東京圏で3,502人の転出超過となっている。

出典：地方制度調査会専門小委員会（第二回（9/12））まち・ひと・しごと創生本部事務局提出資料
（住民基本台帳の人口移動データ（日本人人口）に基づき、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局において作成） 7



通勤・通学10％圏



地方都市（指定都市、中核市等）の通勤・通学10％圏

9

〇 地方都市（地方圏の指定都市、中核市、その他の県庁所在市）の多くでは、その都市への通勤・通学10％圏である周辺市
町村が存在する。

〇 社会経済的一体性が高い周辺市町村のDID（人口集中地区）人口が中心市の５割以上となる自治体も多い。

出典）総務省統計局「H27国勢調査」から総務省作成。

指定都市 中核市 その他の県庁所在市

10団体以上
仙台市、岡山市、広島市、
北九州市、福岡市、熊本市

郡山市、宇都宮市、長野市、高知市、那覇市
山形市、水戸市、
甲府市、徳島市

6～9団体 札幌市、新潟市
旭川市、八戸市、盛岡市、秋田市、前橋市、高崎市、
富山市、金沢市、和歌山市、福山市、高松市、久留米市、宮崎市

福井市、佐賀市

3～5団体 浜松市
函館市、青森市、福島市、鳥取市、倉敷市、呉市、松山市、長崎市、
佐世保市、大分市、鹿児島市

2団体以下 静岡市 いわき市、大津市、松江市、下関市 山口市

地方都市の通勤・通学10％圏の市町村数
（地方圏の指定都市、中核市及びその他の県庁所在市を集計）

※通勤・通学10％圏の市町村を指す。

※着色は県庁所在市

都市名

100％以上 前橋市、高崎市、那覇市

50～100％ 山形市、水戸市、福井市、岡山市、山口市、福岡市

20～50％
札幌市、仙台市、宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、甲府市、
長野市、静岡市、浜松市、大津市、福山市、徳島市、高松市、
久留米市、長崎市、熊本市、大分市

10～20％
函館市、盛岡市、福島市、郡山市、和歌山市、広島市、高知市、
北九州市、佐賀市、鹿児島市

０～10％
旭川市、青森市、八戸市、秋田市、いわき市、鳥取市、松江市、
倉敷市、呉市、下関市、松山市、佐世保市、宮崎市

周辺DID人口（合計）の中心市DID人口に対する割合
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札幌市、福岡市の通勤・通学10％圏
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福岡市

通勤・通学10％圏

札幌市

通勤・通学10％圏

出典）総務省統計局「H27国勢調査」から総務省作成。

DID地区
DID地区



前橋市・高崎市、那覇市の通勤・通学10％圏

11出典）総務省統計局「H27国勢調査」から総務省作成。

前橋市

通勤・通学10％圏

高崎市

通勤・通学10％圏
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DID地区
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地方都市（地方圏の指定都市、中核市等）の通勤・通学10％圏

12

〇 地方都市（地方圏の指定都市、中核市、その他の県庁所在市）とその通勤・通学10％圏である周辺市町村を含めたDID人
口密度は、ほとんどの市で、中心市単独のDID人口密度よりも低下する。

〇 一方で、周辺市町村を含めたDID人口密度が中心市と大きく変わらない市も存在する。
〇 周辺市町村にDIDが存在しないものも存在する。

人/㎢

※中心市及びその通勤通学10%圏である周辺市町村 ※中心市及びその通勤通学10%圏である周辺市町村

人/㎢

出典）総務省統計局「国勢調査」から作成。
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地方都市（地方圏の指定都市、中核市等）の通勤・通学10％圏

13

〇 地方都市（地方圏の指定都市、中核市、その他の県庁所在市）とその通勤・通学10％圏である周辺市町村を含めたDID人
口密度は、人口50万以上の市では、周辺市町村を含めたDID人口密度が中心市と大きく変わらないものが多
い。

宇都宮市
新潟市

静岡市

浜松市
岡山市

松山市

北九州市

熊本市鹿児島市

宇都宮市圏域
新潟市圏域

静岡市圏域

浜松市圏域

岡山市圏域

松山市圏域

北九州市圏域

熊本市圏域

鹿児島市圏域

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

人
口

密
度

（
D

ID
）

人口（DID）
万

中心市：50万人以上100万人未満

中心市 圏域（※）
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出典）総務省統計局「国勢調査」から作成。



県庁所在市（地方圏）の変化（DIDの面積と人口密度、1990→2015）

14

〇 地方圏の県庁所在市では、1990年から2015年にかけて、全ての団体でDID（人口集中地区）の面積が拡大。
〇 大津市、福岡市、岡山市などでは人口が増加しており、DID面積の拡大とDID人口密度の向上が同時に進んだ。
〇 一方で、DID面積が拡大しながら、DID人口密度が低下した団体（＝DIDが低密度化した団体）も多くある。
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出典）総務省統計局「国勢調査」から作成。



※出典：国土交通省「都市計画基本問題小委員会 第１回配布資料」

県庁所在市のDID（人口集中地区）面積の拡大

15

DID（Densely Inhabited 
District）：人口密度が1平方
キロメートル当たり4,000人
以上の基本単位区が隣接
し、それらの隣接した地域
の人口が国勢調査時に
5,000人以上を有する地
域。

ＤＩＤ地区の推移（例：松江市）

※出典：国土交通省「まちづくりのための公的不動産（ＰＲＥ）有効活用ガイドライン」

〇 県庁所在地のDID（人口集中地区）面積は、人口の伸びを上回るペースで拡大し、DID人口密度は低下している。

〇 人口の拡散によりDID面積は拡大したが、人口密度の低下が続くと最終的に消滅に至る。

※DID：人口密度1km2当たり4,000人以上の基本単位区が隣接し、隣接した地域の人口が5,000人以上を有する地域



都市のコンパクト化

16
※出典：経済産業省「第４回地域経済研究会 瀬田大阪市立大学大学院准教授提出資料」から作成

人口増加（都市化・経済拡大）が前提

– 区域区分（市街化区域・市街化調整区域）
– 市街地開発事業（土地区画整理事業など）
– 容積率規制緩和の各種手法

人口減少局面

– 都市への（絶対的な）人口の流れが止まる
– 各種の社会基盤・公共施設の必要性も低下
– 土地や床に対する需要も全体としては低下

傾向

※出典：国土交通省「都市再生特別措置法等の改正について」から作成

〇 拡散した市街地をコンパクト化し、都市の持続性を確保する「集約型都市構造化」の取組が進められている。
〇 従来、人口増加を前提とした手法が採られてきたが、人口減少局面にはその有効性が低下するおそれ。

コンパクトシティの都市構造のイメージ

【出所】国土交通省第10回コンパクトシティ形成支援チーム（H30.6）提出資料「「i-都市再生」を
活用した都市構造の可視化」（国土交通省都市局、内閣府地方創生推進事務局）

原資料：平成19年７月20日社会資本整備審議会「新しい時代の都市計画はいかにあるべきか
( 第二次答申)」



産業構造・都市空間の変化と

新たな行政課題



サービス施設の立地する確率が50％及び80％となる自治体の人口規模

〇 小売では定住自立圏の中心市規模（５～10万人程度）でショッピングセンター、中核市～指定都市規模（20万人程度以上）

で百貨店の立地がみられる。

〇 対企業サービスは一定の人口規模がある自治体に立地しており、定住自立圏の中心市規模で法律事務所や
経営コンサルタントが、中核市～指定都市規模で公認会計士事務所が見られる。

〇 学術研究では、定住自立圏の中心市規模で博物館・美術館、学術・開発研究機関、中核市～指定都市規模で
大学の立地が見られる。

〇 医療・福祉では小規模自治体でも診療所や介護老人福祉施設は立地している。人口１～２万人程度で一般病
院や訪問介護事業が、中核市～指定都市規模では地域医療支援病院や救命救急センター施設が見られる。

～5,000人程度 １～２万人程度 ５～10万人程度 20万人程度～

小売
飲食料品小売店
書籍・文房具小売業

男子服小売業 ショッピングセンター 百貨店

金融 郵便局 銀行（中央銀行除く） 金融商品取引業

対企業
サービス

税理士事務所
インターネット付随サービス
法律事務所
経営コンサルタント（４～６万人）

公認会計士事務所（９～28万人）

学術研究、
教育・学習支援

外国語教室（２～３万人）
博物館、美術館
学術・開発研究機関

大学（13～18万人）

医療・福祉

一般診療所
歯科診療所

一般病院
救急告示病院（２～４万人）

地域医療支援病院
（10～23万人）

救命救急センター施設
先進医療を実施する病院

介護老人福祉施設
訪問介護事業
介護老人保健施設

介護療養型医療施設（３～６万人）

有料老人ホーム
18【出所】国土交通省「国土のグランドデザイン2050 参考資料」（H26.7）から作成



地域の産業構造の変化

19

〇 市町村ごとの従業者数をみると、小売業やサービス業、特に医療・福祉が最多となる市町村が著しく増加。製
造業からサービス業へと産業構造が変化している。

〇 労働集約型サービス業（卸・小売、運輸、医療・福祉など）は労働生産性が低い。

1986年 2014年

従業者数が最多となる業種（市町村別）

産業別の労働生産性
出典：経済産業省「中小企業白書2017年版」、

内閣官房「地域しごと創生会議（第１回）」



○ 中心市街地活性化基本計画の認定を受けるためには、大規模集客施設について一定の立地制限が
必要。認定を受けた市では、相対的に隣接市町村への立地が進む事態も発生。
※大規模集客施設：床面積１万㎡超の店舗、映画館等。

○ 近接する自治体の郊外部で大規模集客施設が立地し、生活環境やコンパクトシティの取組などに重大
な影響を及ぼしかねないと認められる事例も見られる。

※出典：産業構造審議会中心市街地活性化部会（第２回）

平成２４年度実施経済産業省アンケート調査
調査対象：中心市街地活性化基本計画認定110市
（うち、82市からの回答結果より作成）

大規模集客施設等の立地に係る広域調整

20

中心市街地活性化基本計画の認定市
への大規模集客施設の立地状況

※出典：国土交通省「都市計画基本問題小委員会 第1回配布資料」

調整が行われなかったケース

市の都市計画案 県の指摘事項 協議結果

調整が行われたケース



水道事業の課題
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水道の有収水量の見通し

※高位、低位は、日本の将来推計人口の死亡低位出生高位（高位）、死亡高位出生低位（低位）の推計結果

※出典：厚生科学審議会 (水道事業の維持・向上に関する専門委員会)報告書

管路経年化率（％） 管路更新率（％）

広域化した群馬東部水道企業団の構成市町村が
広域化しなかった場合の給水原価の見通し

※出典：群馬東部水道広域化基本構想、群馬東部水道広域化基本計画等

⇒広域化による、施設の統廃合や人件費の削減等の
効果により、平成36 年度まで料金改定の必要性なし

（例）小規模市町村（A町）の水道事業の見通し

H29（2027） Ｈ39（2037） Ｈ49（2047）

給水人口 1.2万人 1.0万人 0.8万人

供給単価
（円/㎥）

174.6 323.6 602.7

平均的な4 人
家族の料金

3,957円 7,335円 13,661円

〇 人口減少に伴い水需要は減少の一途。特に、人口減少が進む地方の小規模自治体で大きく減少。

〇 公営企業の水道事業では、有収水量の減少にあわせて費用を減少させなければ、水道料金の引き上げ等の
収入確保が必要。

〇 管路更新が進まず老朽化が進展。管路更新率0.76%（H26）では、全ての管路更新に130年かかる。



※出典：内閣府経済・財政一体改革推進委員会「国と地方のシステムWG（第８回 H29.10.25）」厚生労働省資料、秩父市水道部広域化準備室「水道技術管理者研修（H27.11.20）」資料より作成

岩手中部水道企業団（H26.4統合） 秩父広域市町村圏組合（H28.4統合）

○定住自立圏の取組の一つとして、水道事業の運営の見直しを検討。
○秩父市、横瀬町、小鹿野町、皆野町、長瀞町が統合し、更新費用や固定費の削減を検討。
○拠点となる施設を設定し、統廃合を検討した結果、下記の統廃合を計画し、推進中。

・取水施設数47（統合前） → 32（H38） ・浄水施設数41（統合前） → 26（H38）
○更新費用232億円に対し、集約化整備費用113億円⇒119億円のコスト削減効果が想定。

○北上市、花巻市及び紫波町が統合し、施設の統廃合、更新投資の抑制を検討。
○水源や水道施設の統廃合及びバックアップ体制の構築を検討した結果、下記の

統廃合を計画し、推進中。
・取水施設数36（統合前）→ 23（H37） ・浄水施設数34（統合前）→ 21（H37）
・配水施設数84（統合前）→ 73（H37）

集

約

化

事

例

≪紫波エリア≫

企業団用水の圏域での有効活用によ

り、受水量を増量することで、老朽化

が進む小規模地下水源を廃止し、安

定供水を実現する。

≪花巻エリア≫

北上エリア北上川浄水場からの送水に

よる花巻エリア東和地区土沢・晴山区

域の安定給水を実現。将来的には企

業団用水を送水。

≪北上エリア≫

休止中の和賀川系地下水源及び表流水

（6,000㎥／日）活用による企業団用水の

圏域での有効活用

≪花巻エリア≫

北上エリア和賀川系水源（休

止中）の活用、統合浄水場の

整備等により企業団からの受

水量を増量し、運用面で課題

の多い北上川水源を廃止す

る。

≪企業団≫

企業団施設、用水

（水源）の圏域での

最大限の有効活用。

公共施設（水道分野）における複数自治体の連携事例

22

〇 複数の市町村が水道事業を統合し、施設の統廃合や更新投資の抑制を検討する事例が見られる。
〇 埼玉県秩父市では、定住自立圏の取組の一つとして水道事業の運営の見直しを検討。
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公共交通の課題
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横浜市 宇都宮市

出典：第５回東京都市圏パーソントリップ調査横浜市版 独自集計結果

（平成21年11月）より作成
出典：宇都宮市県央広域都市圏生活行動実態調査

（平成26年5月・6月）より作成

廃止バス路線キロ

19年度 1,832

20年度 1,911

21年度 1,856

22年度 1,720

23年度 842

24年度 902

25年度 1,143

26年度 1,590

計 11,796

出典：国土交通省「地域公共交通の活性化及び再生の将来像を考える懇談会」第１回資料（平成28年6月15日）より作成

出典：国土交通省ＨＰ（地域鉄道の現状 「近年廃止された鉄道路線（平成12年度以降）」）

鉄道廃止路線長の推移（平成12年以降累計）
【平成30年４月１日時点】

廃止路線（乗合バス・鉄道）の状況

（各年度）

〇 地方圏では、高齢者の利用は少なく、主要な利用者である高校生が減少すると、さらに民間事業者の経営環
境が悪化するおそれ。



自治体行政のあり方



・ 人口減少社会において、高齢化や人口の低密度化等により行政コストが増大する一方で資源が限られる中で、行政

サービスを安定的、持続的、効率的かつ効果的に提供するためには、あらゆる行政サービスを単独の市町村だけで提

供する発想は現実的ではなく、各市町村の資源を有効に活用する観点からも、地方公共団体間の連携により提供する

ことを、これまで以上に柔軟かつ積極的に進めていく必要がある。

＜連携中枢都市圏＞
連携中枢都市（※）とその近隣市町村の連携

＜都道府県による補完＞
条件不利地域等で、市町村間の広

域連携が困難な場合は、都道府県に
よる補完も選択肢

三大都市圏

＜双務的な役割分担＞
同程度の規模・能力がある都市の間

で、水平・相互補完的、双務的な役割分
担を促進

G

H Ｉ

地方圏

※①指定都市、中核市（人口20万以上）
かつ②昼夜間人口比率おおむね１以上

※これ以外の地域では「定住自立圏」（①人口５万人程度以上で②昼
夜間人口比率１以上の市を中心とする圏域）の取組を一層促進

文化ホール
（B市・C市の住民も利用）

図書館
（A市・C市の住民も利用）

介護保険施設
（A市・B市の住民も利用）

(1)経済成長のけん引、(2）高次都市機能の集積・強化、
(3)生活関連機能サービスの向上をねらい

【具体的な事例】

連携中枢
都市圏

②高次の都市機能
の集積・強化

・ そのため、平成26年度に地方自治法を改正し、地方公共団体間で「連携協約」を締結できる新たな仕組みを導入。

・ 連携協約を活用した連携中枢都市圏の形成、条件不利地域における都道府県による市町村の補完、三大都市圏に
おける水平的・相互補完的、双務的な取組を推進

新たな広域連携について

25



○ 三大都市圏の人口は総人口の44％。連携中枢都市圏と定住自立圏の対象となる圏域は50％を占める（未形成

の地域を含んでおり、形成済みでは24％。）。
○ 三大都市圏の面積は総面積の5％。連携中枢都市圏と定住自立圏の対象となる圏域は72％を占める（未形成

の地域を含んでおり、形成済みでは45％。）。

三大都市圏、連携中枢都市圏、定住自立圏の人口・面積

26出典：平成27年国勢調査を基に作成

総人口に占める割合 総面積に占める割合

連携中枢都市圏 定住自立圏 連携中枢都市圏 定住自立圏

三大都市圏*2

三大都市圏*2

*2  ここでの「三大都市圏」は、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、さいたま市、千葉
市、大阪市、京都市、神戸市、堺市、名古屋市への通勤・通学10％圏をいう。

連携中枢都市圏の対象になる地域（未形成）

定住自立圏の対象になる地域（未形成）

連携中枢都市圏の対象になる地域（未形成）

定住自立圏の対象になる地域（未形成）

形成済み

1,915万人
（15.1%）

5,645万人
（44.4%）

形成済み

49,984km2

（13.4%）

17,204km2

（4.6%）

未形成*1

2,534万人
（19.9%）

未形成*1

699万人

（5.5%）
未形成*1

58,290km2

（15.6%）

未形成*1

39,727km2

（10.7%）

748万人
（5.9%）

その他の地域

88,632km2

（23.8%）

その他の地域

対象となる
地域全体

4,450万人
（35.0%）

対象となる
地域全体

1,867万人
（14.7%）

形成済み
1,168万人

（9.2%）
形成済み

119,121km2

（31.9%）

対象となる
地域全体

108,274km2

（29.0%）

対象となる
地域全体

158,848km2

（42.6%）

*1 「未形成」は連携中枢都市となりえる都市及
び定住自立圏中心市への通勤・通学10％圏



連携中枢都市圏、定住自立圏とその他の地域
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【連携中枢都市圏の要件】
① 地方圏において、昼夜間人口比率おおむね１以上の指定都市・中核市（ ）と、

当該市と社会的、経済的に一体性を有する近隣市町村とで形成する都市圏

※ ただし、①を原則除く都市圏であって、隣接する２つの市 （各市が昼夜間人口比率
１以上かつ人口１０万人程度以上の市）の人口の合計が２０万人を超え、かつ、双方
が概ね１時間以内の交通圏にある場合において、これらの市と社会的、経済的に一
体性を有する近隣市町村とで形成する都市圏についても、①の都市圏と同等の取
組が見込まれる場合においてこれを含むものとする。

現在、３０市（２８圏域）が連携中枢都市圏を形成
（なお、①の要件を満たす市は６１市。 ※形成済みの市、中核市に移行していない市を含む。）

は、都市圏を形成している団体（２８圏域）

は、平成27年度促進事業実施団体（２圏域）

は、平成28年度促進事業実施団体（３圏域）

は、平成29年度促進事業実施団体（２圏域）

は、三大都市圏

連携中枢都市圏の形成状況（平成３０年４月1日現在）

28
※平成３０年４月１日現在



南相馬市
★

★
★

美濃加茂市
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★彦根市

松江市・米子市
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★
（下関市） （高松市）

★
★

延岡市
★

★日向市

★
★

★
鹿屋市

長岡市★

由利本荘市★

★
倉吉市
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★

伊万里市
★ ★西尾市

大牟田市

★

★

八女市

★

唐津市

小樽市★

★

★
（高知市）

（久留米市） ●★
今治市

釧路市★
室蘭市★

★

★旭川市

備前市★ ★西脇市

観音寺市

◆石巻市

浜田市
★

★稚内市

★阿南市

★

★

出雲市

★
旭市

★

五島市

★宮古島市

★

刈谷市

★

益田市

★山口市

★網走市

★

いなべ市

★帯広市

★

上田市★

薩摩川内市

天草市

★

★

萩市
（鳥取市）

★豊岡市

★名寄市
★士別市

糸魚川市★

★

丸亀市

佐久市★

★徳島市

松阪市

弘前市★

★

（長崎市）

小林市

★

鶴岡市★

★三沢市
★（八戸市）

★

十和田市

★
★中野市

★
長門市

★

伊勢市

★

★函館市

滝川市★
砂川市★

★※富良野市

★一関市

★※那須塩原市

★湖西市
★洲本市

★大田原市

燕市★

酒田市★

★

人吉市

★

本庄市

伊勢崎市

佐野市

★苫小牧市

★白河市

★

八代市
天理市

★★
★

山鹿市

都城市

菊池市

※

飯田市

★
北杜市

村上市★

東近江市

★

大崎市

★
新庄市

★ ★中津市

★★
宿毛市・四万十市

日田市

栃木市

★

★

加東市・加西市

長浜市

伊那市★
庄原市

★

★

★ むつ市

★

●

横手市

湯沢市

★
★ 奥州市

能代市★
大館市

★
大仙市

山形市

★

たつの市

●
三原市

★

南さつま市

飯山市

★

南魚沼市

★

喜多方市

五所川原市★
＜中心市宣言済み市…134市＞
★･･･定住自立圏共生ビジョン

策定済みの圏域数（126市・118圏域）
◆･･･定住自立圏形成協定締結

又は定住自立圏形成方針
策定まで終えた市(3市・3圏域)

●･･･中心市宣言のみ実施済み
の市（5市）

括弧書きは連携中枢都市へ移行

※は多自然居住拠点都市

定住自立圏形成済み(★、◆)…121圏域(510市町村)
うち 県境型圏域：12圏域

（十和田市・三沢市、大田原市、上田市、鳥取市、
松江市・米子市、備前市、大牟田市、中津市、
都城市、北杜市、小山市、伊賀市を中心市とする圏域）
複眼型中心市圏域：8圏域

（名寄市・士別市、十和田市・三沢市、
中野市・飯山市、松江市・米子市、
四万十市・宿毛市、滝川市・砂川市
北上市・奥州市、加東市・加西市
を中心市とする圏域）
合併１市圏域：31圏域

（由利本荘市、横手市、伊勢崎市、佐野市、
旭市、糸魚川市、湖西市、西尾市、長浜市、出雲市、
浜田市、山口市、下関市、長門市、今治市、八女市、
唐津市、五島市、山鹿市、天草市、薩摩川内市、
宮古島市、栃木市、日田市、東近江市、菊池市、
庄原市、大仙市、南さつま市、指宿市、日光市）

日光市

小山市★

秩父市

※

水戸市

飯塚市

玉名市

★

指宿市

新発田市

伊賀市

津山市
田川市

◆

★

★

★

★

★

★

★

●
深川市

◆

北上市

釜石市

●米沢市

★

宇和島市

定住自立圏の形成状況（平成３０年４月1日現在）

（中心市宣言済み市／
中心市要件を満たす市*）

134市
／200市

＊以下の市を除く。
○指定都市・中核市
○中心市又は近隣市として定住自立圏又

は連携中枢都市圏に取り組んでいる市
○多自然拠点都市の要件のみを満たす市

29



※出典：国土交通省複数自治体による広
域的な立地適正化の方針の策定

○ 都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画は、個々の市町村が策定。

⇒ 圏域を単位として計画を策定することができれば、圏域の都市機能（医療、福祉、商業等）を役割分
担のもと整備・利用することができるのではないか。

※ 現行制度でも、法律に基づかない任意の事項として、「広域的な立地適正化の方針を作成し、これを踏まえ各市町村の
立地適正化計画を連携して作成することが望ましい（国交省Q&A）」とされている。
→連携中枢都市圏で「立地適正化の方針」の策定に圏域で取り組んでいるのは播磨圏域のみ。

課題：まちづくりと連携中枢都市圏

30
 立地適正化計画は、市町村が都市全体の観点から作成する、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関す

る包括的なマスタープラン。１１６都市が計画作成済み（平成２９年末）。



課題：医療と連携中枢都市圏

○ 医療法に基づく二次医療圏は、都道府県が設定。
二次医療圏：一体の区域として一般の入院に係る医療を提供する体制の確保を図ることが相当である単位

⇒ 連携中枢都市圏を単位として調整・対応（救急医療体制確保、圏域内病院間の連携、在宅医療介護連携等）する
ことができれば、県境をまたがっても、住民の生活実態等に即し、圏域の医療・介護サービス供給体制
を構築することができるのではないか。

※ 備後圏域（福山市）は、生活実態等に即し、県境をまたいだ岡山県井原市・笠岡市を圏域としている。福山・府中医療圏は
井原・笠岡地域と、救急医療や周産期医療について県境を越えて流出入があるが、都道府県ごとに設定される医療圏では
異なる医療圏となっている。

広島県
福山・府中医療圏

広島県
尾三医療圏

岡山県
県南西部医療圏

（福山市への通勤通学割合）
井原市：２０％
笠岡市：１７．６％

赤枠：備後圏域（福山市）

県境
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○ 地域未来投資促進法に基づく「基本計画」は、市町村（※）又は都道府県が策定。

⇒ 圏域自体を単位として計画を策定することができれば、圏域の特性を活かした地域経済政策を進
めることができるのではないか。

※ 現行制度でも、複数の市町村で計画を策定することができる。
→連携中枢都市圏で「基本計画」策定に圏域で取り組んでいるのは八戸圏域、長野圏域のみ。

課題：地域経済政策と連携中枢都市圏
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※出典：青森県八戸圏域基本計画概要

 地域未来投資促進法は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果を最大化しようとする地方公共団体の取組を支援。基本計
画に基き事業者が策定する地域経済牽引事業計画を知事が承認し、支援措置を集中投入。１８５の基本計画（平成２９年度末）が策定済み。



総務課（６） 課長補佐課長参事村長 係長 担当

住民課（４） 課長補佐課長 係長 担当

保健福祉課（６） 課長補佐課長 係長 担当

保健師

診療所（３） 看護師

（非常勤）

医師

産業建設課（７） 課長補佐課長 係長 担当

会計課（２） 担当課長

議会事務局（２） 担当事務局長

教育委員会事務局（５） 教育次長教育長 係長 担当

幼稚園（３）

小中学校（３）

給食センター（２）

係長 担当

係長

担当

係長 担当

係長 担当

（会計課長兼務）

会計管理者

議会

教育委員会

■Ａ村の事務処理体制の状況（人口規模：約千人 職員数：４５人）

（注） 同程度の人口規模の町村において、平
均的な職員数を有する団体の例である。

職員数は、一般職に属する職員の計で
常勤の教育長を含む。

小規模市町村における事務処理体制の現状
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総務省「広域連携が困難な市町村に
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〇 小規模市町村の事務処理体制の現状をみると、職員が兼務を行ったり、外部資源を活用すること等により、何
とか対応しているのが実態ではないか。



人口規模別の専門職員の配置状況①

34出典：平成27年地方公共団体定員管理調査結果

〇 各施策分野に共通して、小規模市町村においては、専門職員が配置されない又は仮に配置されたとしても少
人数の専門職員しか配置されていない状況が伺える。

総務省「広域連携が困難な市町村に
おける補完のあり方に関する研究会」
第１回資料（H28.12）を一部加工



人口規模別の専門職員の配置状況②

35出典：平成27年地方公共団体定員管理調査結果

総務省「広域連携が困難な市町村に
おける補完のあり方に関する研究会」
第１回資料（H28.12）



○ 「都道府県－市町村」関係には、大都市等の有無や平成の合併の状況に応じ、異なる方向性が見られる。
○ 広島県は、指定都市等（指定都市１、中核市２）が存在するとともに、市町村合併が進展し、市町村が処理する事務

の領域が大きい。県からの権限移譲も進め、福祉事務所（町は任意設置）は全ての町が設置。指定都市や中
核市を核とした水平連携が進められている。

○ 奈良県、徳島県においては、小規模な市町村が多く残っており、都道府県が処理する事務の領域が大きい。
小規模な市町村が多い都道府県では、市町村と一体となって行政サービスを提供する取組が進められている。

都道府県によって異なる都道府県・市町村間の事務分担
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広島県 神奈川県

奈良県 徳島県



○ 現在では、保健所業務の市町村への権限移譲が大幅に進み、対人保健分野においては現在
では市町村（保健センター）が中心的な役割を担うようになっている。

○ この結果、保健所の役割は、対人保健分野では広域的に行うべきサービス等（感染症対策
等）に限定的となり、対物保健分野（食品衛生、生活衛生等）が主なものになっている。

（出典）厚生労働省第１回地域保健対策検討会資料（平成22年７月20日）

保健所の業務と市町村保健センターの業務
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地方公共団体の職員数の推移

（出典）地方公共団体定員管理調査結果（平成６年、平成１６年、平成２７年）

地方公務員給与実態調査（昭和４９年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

昭和４９年 平成６年 平成１６年 平成２７年

人数
合計に

占める割合
部門別

県市人数比
人数

合計に
占める割合

部門別
県市人数比

人数
合計に

占める割合
部門別

県市人数比
人数

合計に
占める割合

部門別
県市人数比

一般行政 一般管理 都道府県 254,069 17.3% 36.8% 235,396 14.5% 33.6% 212,987 14.0% 33.2% 173,669 12.2% 31.9%

市町村 435,940 42.2% 63.2% 464,482 37.9% 66.4% 427,779 37.8% 66.8% 371,464 38.8% 68.1%

福祉関係 都道府県 93,922 6.4% 24.8% 88,852 5.5% 18.7% 69,407 4.6% 16.2% 57,195 4.0% 15.7%

市町村 284,408 27.6% 75.2% 385,784 31.5% 81.3% 358,978 31.8% 83.8% 307,034 32.1% 84.3%

計 都道府県 347,991 23.7% 32.6% 324,248 19.9% 27.6% 282,394 18.6% 26.4% 230,864 16.2% 25.4%

市町村 720,348 69.8% 67.4% 850,266 69.3% 72.4% 786,757 69.6% 73.6% 678,498 71.0% 74.6%

教育 都道府県 885,075 60.2% 79.4% 1,031,899 63.4% 80.6% 947,500 62.4% 82.1% 887,844 62.4% 86.6%

市町村 230,107 22.3% 20.6% 249,102 20.3% 19.4% 206,916 18.3% 17.9% 136,847 14.3% 13.4%

警察 都道府県 219,566 14.9% - 253,994 15.6% - 270,870 17.8% - 285,751 20.1% -

市町村 0 0.0% - 0 0.0% - 0 0.0% - 0 0.0% -

消防 都道府県 16,438 1.1% 16.7% 18,325 1.1% 12.6% 18,340 1.2% 11.8% 18,735 1.3% 11.7%

市町村 81,829 7.9% 83.3% 127,210 10.4% 87.4% 136,905 12.1% 88.2% 140,854 14.7% 88.3%

合計 都道府県 1,469,070 100.0% 58.7% 1,628,466 100.0% 57.0% 1,519,104 100.0% 57.3% 1,423,194 100.0% 59.8%

市町村 1,032,284 100.0% 41.3% 1,226,578 100.0% 43.0% 1,130,578 100.0% 42.7% 956,199 100.0% 40.2%

■地方公共団体の職員数の推移 （公営企業等会計部門の職員を除く）

○ 地方公共団体の職員のうち一般行政部門の職員の数は、累次の地方行革等により減少して
いるものの、内訳としては、都道府県職員数に比した市町村職員数の占める割合が１対２
（昭和49年）から１対３（平成27年）へと一貫して大きくなっている。

○ 特に市町村の福祉関係の職員数については、昭和49年以後大幅に増加しており、平成27年
現在においても昭和49年時点より多い。社会保障分野における市町村の役割が増大してきた
ことが、職員数の割合からも読み取れる。
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奈良県における市町村との連携・協働（「奈良モデル」の取組）

39

市町村

①市町村の合意のもと県が委託を受
けて代行

県
市

町 村

②市町村間の広域連携を県が支援 ③県と市町村が協働で事業実施

・市町村の技術職員の減少（１２町村

の土木技術職員が０人）を受け、県

から技術支援を実施。

・まず点検を実施し（15/39市町村が

県に委託） 、全市町村の橋梁長寿

命化修繕計画の策定が完了（32/39

市町村が県に委託）。

★消防の広域化

・広域化推進計画の策定等において県が

強いリーダーシップを発揮し、人的支援、

財政措置も実施。

・１１消防本部（39市町村のうち37市町村）

が１つの消防組合に統合。

・組織は、総務部門→通信部門→現場部

門と段階的に統合予定。

★過疎地域における

広域医療体制の整備

・１２市町村と県が構成員となり、３つの

公立病院を、救急医療を中心に担う病

院（平成２８年４月開院予定）と、療養期

を中心に担う２つの病院に再編整備。

・９つのへき地診療所と連携し、地域医療

サービスの充実も図る。

★道路施設
維持管理業務の支援

※「奈良モデル」とは
奈良県と市町村が連携して行政の効率化や地域の活力の維持・
向上を図っていく、奈良県という地域にとって最適な地方行政の
仕組みを目指す取組。

平成26年４月
総務部門統合

平成28年４月
通信部門統合

平成33年
現場部門統合

連携自治体

背景

これまでに成果のあった主な取組

・奈良県 ・県内全市町村（３９市町村）

県県
委託 支援 協働で実施

一部事務組合
一部事務組合

・平成２０年１０月、県と市町村の連携による効率的な行政運営の検討を開始。

・平成２１年４月、知事と市町村長が一堂に会して意見交換を行う「奈良県・市町村長サミット」を開始。

以後、年６回程度実施。

職員派遣


